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伊丹市立音楽ホール大規模改修工事実施設計委託業務に係る 

公募型プロポーザル 企画提案書等作成要領 

 

伊丹市立音楽ホール大規模改修工事実施設計委託業務に係る企画提案書等の作成要領は本書に

よるものとする。 

 

１ 企画提案書等の作成及び記載上の留意事項 
 

（１）基本事項 

企画提案書等は設計業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、

当該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、イメージパース等）の作成や提出を求め

るものではない。具体的な設計作業は、契約後に技術資料に記載された具体的な取組方法

を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者と協議のうえ開始することとする。

本要領において記載された事項以外の内容を含む企画提案書等、又はこの書面及び別添の

書式に示された条件に適合しない企画提案書等については、提案を無効とする場合がある

ので注意すること。 

 

（２）企画提案書等の様式 

提出書類 様式 

 

備考 

① 参加表明書 様式１  

② 会社概要 様式２ 添付資料要 

③ 管理技術者調書 様式３ 添付資料要 

④ 各主任担当技術者調書 様式４ 添付資料要 

⑤ 協力業者調書 様式５  

⑥ 業務実施方針及び手法 様式６  

⑦ 企画提案書等の提出について(鑑) 様式７  

⑧ 企画提案書 

任意様式 

（Ａ３判横置き片面

１枚以内とすること） 

 

⑨ 業務工程表 任意様式  

⑩ 価格見積書 様式８  

⑪ 質問書 様式９  
※書面で提出する場合は、7部提出すること 

 

（３）企画提案書等の作成及び記載上の留意事項 

① 参加表明書（様式１） 

1）提出者の必要事項を記載 

2）選定通知書等の送付など、窓口となる連絡先（住所、所属、担当者氏名、電話番号、

電子メールアドレス）を記載 
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② 会社概要（様式２） 

1） 提出者の必要事項を記載 

2） 添付資料 

a） 会社概要を補足するパンフレット等・・・・１部 

b） 契約書又はテクリス等、業務実績（業務名、発注者、受注形態、業務概要、履行期

間、構造、面積等）が客観的に確認できる書類の写し・・・・１部 

③ 管理技術者及び各主任担当技術者調書（様式３、様式４） 

管理技術者（様式３）は１名であること。また、記載を求める各主任担当技術者（様

式４）は、分担業務分野※1ごとに１名とし、それぞれ各主任担当技術者調書を作成す

ること。記載する技術者の経験及び能力について、以下の項目を記載する。 

ただし、総合主任担当技術者と構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者と機械

設備主任担当技術者は兼務してよいものとする。 

1）氏名 

技術者の氏名を記載する。 

2）生年月日 

技術者の生年月日及び年齢（参加表明書の提出期限時現在）を記載する。 

3）所属、役職 

技術者の所属する部署及び役職を記載する。 

4）保有資格等 

技術者の保有する資格のうち当該分野の資格を記載する。 

保有資格関係の証明書類の写しを添付すること。各技術者の資格要件については、建 

築設計委託業務特記仕様書を参照。 

管理技術者及び各主任担当技術者と現在所属する法人との雇用関係を証明する書類 

等の写しを添付すること。 

5）平成28年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似の業務を元請けとして履行 

した実績 

a）「平成28年4月1日以降に契約履行が完了した同種又は類似の業務を元請けとして履

行した実績」とは、以下のｱ)～ｳ)すべての項目に該当する実績をいう。なお、海外

の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績

として記載できる。 

ｱ）平成28年4月1日以降に契約履行が完了した設計業務実績 

管理技術者及び各主任担当技術者の現在所属する法人における実績を記載する 

こと。 

ｲ）本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績（ただし、管理技術者又

はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業

務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。） 

ｳ）以下のいずれかを満たす施設の設計業務実績 

・同種業務：音楽コンサート用途のホール、劇場等音響性能を重視した施設に関
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する、下記ア（新設を除く）及びイの条件を全て満たす工事の基本

設計又は実施設計業務（発注者が公共、民間を問わない） 

・類似業務：実績は、音楽コンサート用途のホール、劇場等音響性能を重視した

施設に関する、下記アの条件を満たす工事の基本設計又は実施設計

業務（発注者が公共、民間を問わない） 

ア 天井（居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられ、高さが６ｍを

超え、かつ、水平投影面積が200㎡を超えるものに限る）を新設又は改修（撤

去のみによる改修を除く）し、工事完了後、当該天井が以下の(ⅰ)(ⅱ)いず

れかの条件を満たすこと 

(ⅰ) 建築基準法施行令第39 条第３項の規定による特定天井であること 

(ⅱ) 軽量化や準構造化等により特定天井に該当しない構造とした天井である

こと 

イ 固定された客席（客席が群として固定されている移動観覧席及びロールバッ

クチェアを含む）を300以上有すること 

b）該当する業務実績について、以下の項目を記載する。 

ｱ）業務名称及びPUBDIS（※）登録の有無 

PUBDISへの登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。有の

場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社

コード」を記載すること。無の場合は、実績を証する契約書の写し等を添付する

こと。 

※PUBDISとは、（社）公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。 

ｲ）発注者 

発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は契約相手方を記載し、( )

内に事業主を記載する。 

ｳ）受注形態 

単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。あわせて、

設計共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手

方を（ ）内に記載すること。 

ｴ）業務概要 

同種又は類似のうち該当するものに○をつける。また、対象施設の施設用途及び

規模・構造を記載する。 

ｵ）分担業務及び立場 

分担業務分野及び携わった立場（管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又は

これらに準ずる立場）を記載する。 

ｶ）履行期間 

c）添付資料  

ｱ）契約書又はテクリス等、業務実績（業務名、発注者、受注形態、業務概要、履行

期間、構造、面積等）が客観的に確認できる書類の写し・・・・１部  
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ｲ）管理技術者又は主任担当技術者として携わった立場が客観的に確認できる書類の

写し・・・・１部  

なお、上記書類が様式２の添付資料と重複する場合は、再度添付する必要はありま  

せん。 

6）手持ち業務の状況 

令和8年2月1日現在における手持ちの設計業務（本業務を含まず特定後、未契約の業

務を含む。）について、以下のa)～e)の項目を記載する。 

a）業務名 

b）発注者 

発注機関名を記載する。再委託を受けた業務の場合は、契約相手方を記載し、( )

内に事業主を記載する。 

c）受注形態 

単独、設計共同体又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。あわせて、設

計共同体の場合は他の構成員を、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を

（ ）内に記載すること。 

d）業務概要 

対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。あわせて携わっている分担業務分

野及び立場（管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場）

を記載する。 

e）履行期間 

※1 分担業務分野の分類は下記による。 

分担業務分野 業務内容 

総 合 

建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関

する設計を取りまとめる設計（令和6年国土交通省告示第8

号別添一を参照） 

構 造 
建築物の構造に関する設計（令和6年国土交通省告示第8号

別添一を参照） 

電 気 
建築物の設備に関する設計のうち、電気設備に係るもの（令

和6年国土交通省告示第8号別添一を参照） 

機 械 

建築物の設備に関する設計のうち、給排水衛生設備、空調

換気設備及び昇降機等に係るもの（令和6年国土交通省告示

第8号別添一を参照） 

④ 協力事務所の名称等（様式５） 

業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する理由及び内容等を

様式に従い記載すること。（主任担当技術者の記載を求めない分野を再委託する場合

においても記入すること。なお、当該事項がない場合は（様式５）を提出しなくても

よい。） 

⑤ 業務実施方針及び手法（様式６） 

業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項、そ

の他の業務実施上の配慮事項等を簡潔に記述する。この際、技術資料の提出者（設計
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共同体の構成員、協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的

な社名等）を記載してはならない。 

⑥ 企画提案書の提出について（鑑）（様式７） 

1）提出者の必要事項を記載 

2）特定通知書等の送付など、窓口となる連絡先（住所、所属、担当者氏名、電話番号、

電子メールアドレス）を記載 

⑦ 企画提案書（任意様式） 

企画提案書の内容の記述については、任意の様式とする。用紙の大きさはＡ３判ヨコ

とし、実施要領７．（５）に示した企画提案を求めるテーマに関する記載をすること。 

1）提案は、文章（フォントは10.5ｐ以上）での表現を原則とし、基本的考え方を簡潔に

記述すること。また、可能な限り、専門的な用語を控え、誰でも解りやすい表現とす

ること。 

2）視覚的表現については、文章を補完するためのものとするが、提案内容の的確性、独

創性、実現性など、提案に係る思想・意図が明確に伝わるものを認める。ただし、成

果物となる具体的な設計又はこれに類するものに基づいた表現をしてはならない。 

3）成果物となるような具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）は使用してはならな

い。ただし、透視図等（コンピューターグラフィックスによるものを含む）を使用可

とする。 

4）企画提案資料の提出者（協力事務所を含む）を特定することができる内容の記述（具

体的な社名等）を記載してはならない。 

⑧ 業務工程表（任意様式） 

検討・設計項目ごとの業務全体行程が分かる工程表を提出すること。 

⑨ 価格見積書（様式８） 

消費税相当分を含んだ金額であること。また、金額の頭に￥記号をつけること。 

⑩ 質問書（様式９） 

提出者の住所、担当者名、電子メールアドレス等の必要事項を記載 

本プロポーザルに関する質問は、参加表明書・企画提案書等に関する提出書類並びに

設計委託業務実施に関する事項に限ることとし、審査及び審査に関する質問や提案内

容に関する質問は受け付けない。 

 

２ ヒアリングについて 
 

（１）以下のとおりヒアリングを行う。 

① 実施予定日 ：令和8年4月14日（火）又は4月15日（水） 

② 実施場所：伊丹市役所内会議室（伊丹市千僧1丁目１番地）予定 

③ 実施方法：プレゼンテーション１５分、質疑応答１５分程度 

④ 出席者 ：配置予定の管理技術者が出席することとし、その他各主任担当技術者等２名

以内 
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⑤ その他 

1）ヒアリングでは企画提案書等について、質疑応答を行う。 

2）ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。 

（２）ヒアリングの日時、会場、留意事項等は、別途通知する。 

（３）プレゼンテーションの方法は口頭説明、プロジェクター（パワーポイント等）による説

明までとし、具体的な模型などによる説明は不可とする。 

 

３ その他の留意事項 
 

（１）参加表明書、企画提案書等の追加資料の作成に関する費用及びヒアリングに関する費用

は提出者の負担とする。 

参加表明書及び企画提案書等に虚偽の記載をした場合（PUBDISに虚偽のデータを登録し

ている場合を含む。）には、参加表明書又は企画提案書等を無効とするとともに、虚偽

の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 

また、提出された参加表明書及び企画提案書等が下記のいずれかに該当する場合は、原

則その参加表明書及び企画提案書等を無効とする。 

・参加表明書、企画提案書等の全部又は一部が提出されていない場合 

・参加表明書、企画提案書等と無関係な書類である場合 

・他の業務の参加表明書、企画提案書等である場合 

・白紙である場合 

・企画提案書等作成要領に指示された項目を満たしていない場合 

・発注者名に誤りがある場合 

・発注案件名に誤りがある場合 

・提出業者名に誤りがある場合 

・その他未提出又は不備がある場合 

（２）参加表明書及び企画提案書等の取扱い 

① 提出された参加表明書及び企画提案書等を、発注者の了解なく公表､使用してはならな

い。 

② 受託候補者以外の者が提出した企画提案書等は、伊丹市において廃棄するものとし、

返却は行わない。 

③ 提出された参加表明書及び企画提案書等は、受託候補者の決定以外に提出者に無断で

使用しない。 

1）参加表明書及び企画提案書等の提出後において、原則として参加表明書及び企画提案

書等に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書及び企画提案書等に記載

した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等の

やむを得ない理由により変更を行う場合には、発注者の了解を得なければならない。 

2）企画提案書等の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使

用してはならない。 


